
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年５月１９日 １７時５０分ごろ 

発生場所 沖縄県那覇市那覇空港西方沖 

 那覇港那覇防波堤北灯台から真方位２０３°１.１海里付近 

 （概位 北緯２６°１２.５′ 東経１２７°３８.１′） 

事故の概要  押船第十栄進
えいしん

丸は、バージ B
ビー

. G
ジー

.201 を押航中、浅礁に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 平成２９年５月２３日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 押船 第十栄進丸、３４０.２トン 

   １２４０５０、株式会社ＯＳＷ、日本海洋資源開発株式会社

（船舶借入人） 

Ｂ バージ B.G.201、約４,４０４トン 

   なし、株式会社ＯＳＷ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船底外板に擦過傷、左舷コルトノズル式推進器の舵頭材に曲

損、推進器翼に曲損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ５、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約０.７ｍ（那覇） 

 事故の経過  Ａ船は、船首部をＢ船の船尾部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船

列」という。）を構成し、那覇空港滑走路増設事業の工事区域におい

て揚土作業を終えた後、船首を工事区域北側の出入口（以下「区域出

入口」という。）に向けるために、補助船の支援を受けて左回頭して

いた。 

 船長Ａは、‘区域出入口付近の東側の境界を示すブイの１つ’（以下

「本件ブイ」という。）が、潮流の影響により工事区域内に約２０～

３０ｍ入り込んだ位置にあったので、本件ブイを避けようと思い、ふ

だんの出域時よりも区域出入口の西側に船首が向く態勢まで回頭させ

た。 

 Ａ船押船列は、補助船が離れた後、区域出入口に向けて約１～２ノ

ットの対地速力で北進し、本件ブイを右方に見る態勢で通過して、右

転したところ、Ａ船が工事区域西側の浅礁に乗り揚げた。 

 喫水は、Ａ船が船首約２.９ｍ、船尾約４.４ｍで、Ｂ船が船首約

１.５ｍ、船尾約１.８ｍであった。 



 

 海図Ｗ２４３（那覇港）によれば、工事区域の東側及び西側に干出

浜（さんご礁）が広がり、区域出入口付近に西側から２ｍ等深線が突

出している。 

 船長Ａは、工事区域の西側に浅礁が存在するとの認識はあり、本事

故当時、工事区域の西側に少し寄って航行していたが、何とか通過で

きると思っていた。 

 本事故発生場所付近には、本事故当時、浅礁を示す標識等がなかっ

た。 

分析  Ａ船押船列は、船長Ａが、工事区域内に入り込んだ本件ブイを避け

ようと、浅礁の存在する工事区域の西側に寄って航行した際、浅礁の

端を示す標識等がなかったことから、区域出入口付近の突出した浅礁

に向けて航行し、Ａ船が浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、船長Ａが、工事区域内に入り込んだ本件ブイを避けよう

と、浅礁の存在する工事区域の西側に寄って航行した際、浅礁の端を

示す標識等がなかったため、区域出入口付近の突出した浅礁に向けて

航行し、Ａ船が浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 工事管理者は、本事故発生場所に浅礁を明示する旗を設置するとと

もに、本件ブイが工事区域内に入り込まないよう係留索を調整した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・狭い工事区域を航行する際は、できる限り同区域の中央を航行す

ること。 

 ・事前に水路調査を行い、浅礁の位置等を把握しておくこと。 

 

 


